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後期高齢者医療制度の保険料率等は２年ごとに見直しが行われます。今回の見直しにより決定した保険料

率は次のとおりです。なお、平成３０年度の保険料額は普通徴収（納付書等で納付）の方には７月中旬頃、特

別徴収（年金天引き）の方には８月中旬に通知する予定です。

◎所得割額の軽減　平成３０年度から軽減がなくなりました。

◎後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方の軽減

　均等割額が５割軽減され、所得割額の負担はありません。

保険料の賦課限度額

（上限額）

保険料

均等割額 所得割率

８．００％（前回から据え置き）３９，５００円（前回から据え置き） ６２万円（５万円引き上げ）

＝
１年間の保険料額
（１００円未満切捨て）

所　得　割　額

（総所得金額等－基礎控除３３万円）×８．００％

均等割額

３９，５００円
＋

世帯の被保険者と世帯主の「総所得金額等の合計額」

３３万円以下で、かつ被保険者全員が年金収入８０万円以下
（その他各種所得がない場合）

３３万円以下

３３万円＋「２７．５万円（前回から５，０００円増）×世帯の被保険者数」以下

３３万円＋「５０万円（前回から１万円増）×世帯の被保険者数」以下

９割（３，９５０円）

５割（１９，７５０円）

２割（３１，６００円）

８．５割（５，９２５円）

軽減割合（軽減後の均等割額）

後期高齢者医療制度の

保険料率等が決定しました

■問合せ　保険料の計算について…茨城県後期高齢者医療広域連合事業課☎０２９－３０９－１２１３
　　　　　保険料の納付について…役場国保年金課高齢者医療係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６
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休日当番医
診療時間：午前９時～午後４時　※都合により当番医を変更することがあります。
お問合せ先：なるしま内科医院☎０２９－８６９－４８２０
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すべての加入者に等しくかかる額 所得割額を算出するための税率

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり保険料が軽減されます。

◎均等割額の軽減

後期高齢者医療制度の

保険料率等が決定しました


